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【要約】                                                                   

本稿は二部から構成される。第一部では、公立の夜間中学において、どのようなひとがまなんでい

るのか、産経新聞大阪本社による「夜間中学はいま」にもとづいて、(1)戦争や貧困、差別などによ

る義務教育未修了者 (2)不登校経験者 (3)外国につながるひと の三つにわけて、それぞれの入学経

緯からのべる。第二部では、公立の夜間中学の生徒のおおくをしめる(3)外国につながるひと に対

する日本語教育のあり方について考察する。現時点では、教科の教諭が日本語教育の実習を経験し

た上で、日本語をおしえることを提案した。 

０．はじめに 

夜間中学とは、市町村や都道府県が設置する中学校において、夜の時間帯等に授業がおこなわれる公

立中学校のことをいう。これとは別に、全国にはボランティアが自分たちで運営し、おしえる自主夜

間中学があるが、本稿では、公立の夜間中学についてのべる（以下、夜間中学）。 

ながらく、夜間中学は「なくてはならない」ものであるといわれていたが、一方で「あってはならな

い」ものとされ、学校教育法でみとめられていなかった。1966 年 11 月、行政管理庁は、夜間中学は法

的にみとめられておらず、違法な年少労働を容認することにむすびつくこと等から、文部省に対して

夜間中学の早期廃止をもとめる勧告をした。その直後から、全国の夜間中学関係者等のねばりづよい

運動があり、2016 年 12 月 7 日に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律」が成立した。これにより、夜間中学の存在はようやく法的根拠をもつようになった。 

政府は現在、全都道府県と全政令指定都市にすくなくとも 1 校以上の夜間中学の設置を義務づけてい

る。この結果、夜間中学は 2019 年 8 都府県 31 校設置であったものが、文部科学省によると、2023 年

10 月時点では計 17 都道府県 44 校設置となった。2024 年にはさらにあたらしく 8 府県 9 校、2025 年

度には 6 県 7 校設置の予定である。また、長野県、長崎県も新設を検討中である。 

 さて、本稿は二部から構成される。第一部では、夜間中学でまなんでいる人々の入学した理由をあ

げる。第二部では、夜間中学にまなぶいわゆるニューカマーとよばれるひとにたいする日本語教育を

きちんとおこなうために、教師はどうすべきかをかんがえる。 

 

第一部 

１．夜間中学でまなぶ人々 

夜間中学ではどのようなひとがまなんでいるだろうか。産経新聞大阪本社 夜間中学取材班がまとめ

た「夜間中学はいま-『こんばんは』からはじまる中学校があります」や各夜間中学の募集要項をみる

と、夜間中学でまなぶ人々はおおまかにいって、三つのグループにわけられる。(1)戦争や貧困、差別
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などによる義務教育未修了者、(2)不登校経験者、(3)外国につながるひと、である。以下、実際どの

ようなひとがまなんでいるか、夜間中学入学のきっかけを中心に具体的な例を産経新聞大阪本社の取

材記事からとりあげる。筆者が記事から各グループ 4ー5 名の例をえらび、内容を要約。氏名はイニシ

ャルであらわす。 

 

１.１ 戦争や貧困、差別などによる義務教育未修了者 

○M.T.さん 女性 77 歳  戦災孤児だった。物心ついた頃には両親はおらず、終戦時は 4 歳だった

らしい。近所の子どもの体格と比較して「だいたいこのくらいの年頃」と生年月日をきめられたので、

本当の年齢はわからない。6 歳の頃から子守りをはじめ、他人の家を転々とわたりあるいた。学校にい

きたかった。よみかきができないことで味わったつらさはかぞえきれない。結婚し、子どもがうまれ、

ずっとはたらきつづけたが、よみかきが必要な事務仕事はさけた。そして、年齢に関係なくまなぶ夜

間中学にあこがれつづけた。入学できたのは、定年をむかえた後の 61 歳だった。 

○N.T.さん 男性 83 歳  山奥の炭やき小屋でくらす。家には電気も水道もなかった。午前 5 時に

家をでて、小学校まであるいて 3 時間。冬場はかよえず、1 年生の半分は欠席した。小学 2 年の時「泥

棒」よばわりされて、いじめられ、それ以来学校にいかなくなる。12 歳で家をでて、はたらいた。自

分の名前も住所もかけない。その分、朝はやくから夜おそくまではたらきづめだった。30 代なかば、

夜間中学で勉強するようになった。 

○A.K.さん 女性 77 歳  物心ついたときには母親は病気でなくなっていた。父親は酒ずきでよい

つぶれて道でねているようなひとだった。本当に貧乏だった。ちいさな頃から他家の子守をし、15 歳

の時、大阪市内ですみこみの子守をすることになった。学校にはほとんどかよえないまま大人になっ

た。結婚して 3 人の子どもにめぐまれたが、よみかきができないために自信がもてず、いつもめだた

ないように陰にかくれていた。ある日近所のひととはなしていて、夜間中学のことをしり、75 歳で入

学した。 

○M.T.さん 女性 79 歳  小学 4 年の時、義父が病にたおれて半身不随になった。M.T.さんはたべ

ていくために内職におわれ、ほとんど学校にかよえなくなる。中学 2 年の時には、学校の目の前にあ

る酒屋で、すみこみではたらいた。結婚して 4 人の子どもにめぐまれ、68 歳まではたらいた。夜間中

学の生徒募集を市の広報でしる。それは家のちかくにあったが、授業についていけるか不安で、3年間

なやみつづけた。ついに勇気をふりしぼって見学にいき、その翌日入学した。70 歳になっていた。 

○K.M.さん 男性 77 歳  父は戦病死した。母は遺族年金をもらえることもしらず、5 人の子ども

をかかえて必死にはたらいた。まずしいながらも、あたり前に生活ができていた。中学入学間もない

6 月の朝礼の時だった。担任の先生に職員室にくるようにマイクでよびだされた。職員室で身におぼ

えのないことを一方的にいわれ、どなられた。「僕ではない」といったが無視され、「片親の奴はあか

んな」「片親の奴は嘘つきやな」ということばをはかれた。その時はじめて「片親」は差別されるのだ

と気づいた。先生たちは片親についてわらいながら話をしていた。K.M.さんはくやしく、みじめで、

なさけなく、母までもさげすみ、馬鹿にされたとおもった。それ以来、先生をにくみ、学校がきらい

になり、まともに授業をうけずに中学校を卒業した。その後ははたらきづめだったが、ずっと高校進

学のあこがれがあり、高校にいくための学力をつけるために 2019 年夜間中学に入学した。 

 

敗戦後 1947 年、労働に従事して一家をささえていた長期欠席児童生徒のために、教師たちが夜間に
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児童生徒を教育する夜間学級を設置したのが夜間中学のはじまりである。1955 年頃には設置の中学校

は 80 校をこえた。夜間中学が設置されてもそれらの情報が必要としているひとにとどくとはかぎらな

かった。義務教育未修了のまま大人になり、高齢になってから、夜間中学にたどりついたひともおお

かったのである。 

 また、敗戦後しばらくは、教科書は有償だった。1961 年教科書を無償で配付するための運動が高知

市長浜で母親らによってはじまった。当時、教科書が有償で、かえなかった家庭もあったのである。

教科書無償化の運動については、国会でもとりあげられ、1963 年に義務教育諸学校の教科書無償化の

法律が成立した。翌年から順次施行、1969 年全小中学生への無償給与となった。教科書が無償になっ

ても、学校には給食費、教材費などをおさめなければならない。これらを捻出するというのは、いき

ていくのに精一杯な家庭では、大変な困難であったのである。 

 

１.２ 不登校経験者 

○O.Y.さん 女性 32 歳  小学 1 年の冬、両親が離婚、父は仕事におわれ、姉たちも自分のことで

精一杯。朝おこしてくれるひとはおらず、生活リズムがくずれ、段々不登校になっていった。たまに

教室にはいっても、授業はわからず、学校からさらに足がとおのいた。高学年になると、級友から無

視されるといういじめにもあった。「居場所がなかった」と当時をふりかえる。学校や勉強と縁どおい

まま大人になった。子どもが 3 歳の時、発達障害のひとつ、自閉症スペクトラムと診断された。本を

よんで必死に勉強しようとしても、わからない漢字がおおく、まなびなおしをとおもい、夜間中学に

入学した。 

○O.N.さん 女性 45 歳  おとなしくてひっこみ思案の子どもだった O.N.さんは、小学校でいじめ

の標的にされた。中学校では、他の小学校出身の生徒たちもいじめにくわわった。小学生の頃からや

すみがちであったが、中学入学から 2、3 か月でかよえなくなった。家からもでず、ひきこもりになっ

た。ひきこもりは学齢をすぎてもつづき、10 年以上におよんだ。24 歳の頃、甲状腺の機能が低下する

病気になり、そのことがきっかけでひきこもりからぬけだすようになった。しかし、O.N.さんはほと

んどまなんでおらず、計算ができず、簡単な漢字もかけない。誰にもいえないままながい年月がすぎ

た。おもいきって友人にうちあけると、友人は夜間中学をすすめてくれた。そして、2017 年夜間中学

生となった。 

○K.K.さん 男性 17 歳  学校の先生と衝突することがおおかったり、友達に名前をからかわれた

りして、学校にはほとんどいってない。中学生になると、暴力をともなういじめがはじまった。1 年生

2 学期から登校しなくなった。卒業をひかえて進路をきめる時、担任の先生から定時制や通信制の高

校、夜間中学を紹介された。一からまなべるという夜間中学にひかれ、2020 年 3 月昼間の中学を卒業

し、新型コロナの感染拡大による臨時休校があけた 6 月から夜間中学にかよいはじめた。 

○T.K.さん 女性 26 歳  両親は T.K.さんが 5 歳の頃離婚、そして、7 歳の時、母は脳梗塞でたお

れた。その病気の後遺症で半身麻痺となり、年々悪化していった。T.K.さんは小学 4 年のはじめの頃

までは、どうにか学校へかよえていたが、11-12 歳ぐらいの時から、母のかわりに家事を本格的にしだ

し、学校にかよえなくなった。18 歳の時、母がなくなった。その 10 日後、夜間中学へ入学した。 

○I.T.さん 男性 48 歳  物心ついた時には児童養護施設にいた。両親のもとにもどると、母は朝

から晩までいそがしくはたらいていたが、父は仕事もせず酒ばかりのんでいた。小学校には 1 年おく

れで入学。酒乱の父に暴力をふるわれるような環境では、まともに通学できない。授業にもついてい
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けなかった。中学 3 年の時になくなった父の借金返済のためにいくつも仕事をかけもちし、必死では

たらいた。履歴書をまともにかけず母にかいてもらっていた。30 代後半、夜間中学の存在をしり、見

学にいったが、当時は I.T.さんのように中学校を卒業した人（＝形式卒業者、十分な教育をうけられ

ないまま、中学校を卒業せざるをえなかったひとたち）は夜間中学入学がみとめられておらず入学で

きなかった。しかし数年後形式卒業者も夜間中学入学がみとめられるようになった。これにより I.T.

さんは、45 歳で念願の学校生活をふたたびおくれるようになった。 

 

文部科学省は「2022 年度の小中学生における不登校児童生徒数は 29 万 9048 人。前年度から 5 万 4108

人（22.1％）増加し、過去最多となった」と公表した。年度間に 30 日以上登校しなかった児童生徒を

長期欠席児童生徒とよぶが、このうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背

景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者(ただし、「病気」や「経

済的理由」、「新型コロナウイルスの感染回避」による者をのぞく)を 不登校児童生徒とするとなって

いる。また、2015 年までは、病気や不登校から学校にいけなかったり、授業をうけられなかったりし

て、十分に義務教育をうけられなかったひとが卒業証書をもらってしまう（＝形式卒業）と、夜間中

学入学の希望をしてもうけいれられなかったが、2015 年 7 月 30 日づけで入学をみとめるという通知

が文部科学省より全国の教育長にだされた。 

さらに、文部科学省は 2019 年 10 月 25 日「不登校児童生徒への支援のあり方について」と題して、

学齢期であっても本人の希望を尊重した上で、不登校特例校、夜間中学のうけいれなど、様々な関係

機関を活用し社会的自立の支援をおこなうことという通知をだした。2022 年 4 月に開校した香川県

三豊市立高瀬夜間中学は不登校特例校の指定を全国の夜間中学の中ではじめてうけ、2022 年 10 月に

中学 3 年の男子生徒が転入し、2023 年 3 月に卒業証書をうけとった。2023 年 5 月には中学 2 年の女

子生徒が転入した。 

 また、事例にあげた T.K.さんのように、本来、大人がになうべき家事や家族の世話などを日常的に

おこなっている 18 歳未満の子どもを「ヤングケアラー」とよぶ。2021 年厚生労働省の調査結果で

は、中学生 17 人に 1 人の割合でヤングケアラーがいると公表されている。 

 

１.３ 外国につながるひと                                     

１.３.１ 在日韓国・朝鮮                                                                             

○K.S.さん 女性 93 歳  韓国チェジュ島出身。病気でねたきりの母とのくらしはまずしく、藁

ぶき屋根の家には水道も電気もない。戦争がはじまると、毎日竹槍訓練や道の整備をさせられ、生活

は一層きびしくなった。韓国で学校にいったのは小学 4 年まで。女は学校へいかなくていいと、あた

りまえのようにかんがえられていた時代だった。戦後、結婚。その後、突然日本へわたった夫をおい

かけて、大阪にくる。5 人の子どもをそだてる。現在、孫 13 人曾孫 13 人。夜間中学の生徒募集のチ

ラシをみて、夜間中学に入学。9 年間まなぶ。                                                                                     

○P.O.さん 女性 80 歳  大阪でうまれそだった在日 2 世の P さんは、70 歳をすぎてから夜間中

学に入学した。両親は戦前、韓国からわたってきた。6 人きょうだいの 4 番目。6 歳の時に大阪大空

襲にあい、家が全焼した。その後長屋にくらし、9 歳の時おくれて小学校に入学。4 年になって、給

食代がはらえなくなり、学校にいくたび、先生にみんなの前で「給食代はもってきたか」といわれつ

づけ、はずかしく、つらくて、学校にいかなくなった。それから一生懸命にはたらいた。二十歳で結
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婚し、3 人の子どもをそだてた。娘に夜間中学の入学をすすめられ、数年まよったが、71 歳の時入学

した。 

○T.E.さん 女性 81 歳  T さんは日本で 7 人きょうだいの 6 番目にうまれた在日 2 世。5 歳の

時、母がなくなり、15 歳上の長兄夫婦が親がわりとなってそだててくれたが、生活はまずしかっ

た。朝鮮学校から日本の学校へとうつったが、日本語ははなせてもよみかきはできない。給食代をは

らえず、給食の時間はいつも運動場であそんでいた。中学校に入学したが、はたらきはじめたので、

2 学期頃からかよえなくなった。22 歳で結婚し、5 人の子どもにめぐまれた。韓国惣菜店をいとな

み、その常連客から夜間中学のことをしった。2017 年 3 月に店をしめ、4 月から夜間中学に入学し

た。 

 

１.３.２ 中国帰国者 

○C.R.さん 女性 72 歳  C.R.さんは、中国南京の診療所で医師をしていた日本人の父親と中国人

の母親の間にうまれた。父は終戦を機に、C.S.さんをみごもっていた母親に「むかえにくる」といい

のこして日本に帰国した。国交正常化をへた 1979 年、父がやっとのことで中国をおとずれた。日本に

こないかといわれたが、その時はかなわなかった。父の死後、50 歳をすぎてから家族と日本にきた。

最初は日本語がわからず、何もかも不安だった。夜間中学には一足はやく来日した兄の紹介ではいっ

た。 

○N.S.さん 女性 74 歳  中国人の N.S.さんは 1987 年、中国残留孤児の夫と二人の息子とともに

日本にきた。中国・大連で 6 人きょうだいの末っ子としてうまれ、生活苦で中学 2 年の頃から学校に

いけなくなりはたらきながら病気の両親の世話をした。日本でのくらしは、日本語が必要な場面はす

べて夫にまかせていた。夫がなくなると、買物にもこまるようになった。友人から夜間中学のことを

きき、2012 年に夜間中学に入学した。当時日本語でかけたのは住所と名前だけだったが、夜間中学を

卒業し、2021 年 4 月から定時制高校にかよっている。 

○N.K. 女性 66 歳  中国残留孤児だった母が日本に帰国し、N.K.さんも 1992 年夫と二人の子ど

もと一緒に中国黒竜江省から母のいる長崎に帰国した。23 年前家族全員大阪にひっこした。日本語は

まったくわからずつらいおもいをかさねた。定年まではたらきつづけた。その後友人から夜間中学を

紹介され、入学した。 

 

１.３.３ ニューカマー 

○S.C.さん 女性 22歳  ネパールの山のふもとにあるちいさな村で祖父母や親族が一緒にくらす

大家族の中でそだった。S.C.さんは学校にいきたかったが、「女の子に教育の必要はない」という親族

の反対によりいけなかった。その時、出かせぎでインドにいた父親がインドの女性が社会で活躍する

姿に衝撃をうけ、親族の反対をおしきり、S.C.さんを学校にいかせるようにした。また、11 歳の時親

族が彼女の結婚をきめたが、父親が結婚に大反対した。その頃父親は日本でインド・ネパール料理店

を経営しており、S.C.さんを日本によびよせた。日本にきた S.C.さんはことばもわからず、将来がど

うなるか不安な日々をおくっていた。その頃、料理店の常連客が夜間中学のことをおしえてくれ、入

学した。 

○H.N.さん 男性  アフガニスタンでは長らく紛争がつづき、H.N.さんが物心ついたときには、日

常生活の中に爆撃音がはいりこんでいた。「家からでたら、かえってこられるかわからない。」街で銃
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弾にたおれた人を数おおく目にした。父方のおじも犠牲になったという。「学校はすきでした。エンジ

ニアなりたかった。でも危険で、かよえたのは小学校まで」と H.N.さんはふりかえる。20 歳をすぎた

ころ、勉強もできず、仕事もないアフガニスタンからドバイにむかった。車関係の職につき、母国に

のこる家族の生活をささえた。そして、日本ではたらくことをすすめられ、2016 年夏に来日した。日

本語はまったくわからなかったが、積極的にはなしかけ、質問し、ある程度の会話はできるようにな

った。しかし、書類の提出をもとめられることもあり、よみかきできる必要があった。役所に相談す

ると夜間中学のことをおしえてくれ、2019 年に夜間中学に入学した。 

○P.B.さん 男性 17 歳  ネパール人の P.B.さんは家族とくらすために 15 歳で来日し、昼の中学

校にかよったが、日本語がわからないため級友と会話ができず、学校になじめなかった。教室で存在

しないようにあつかわれた状況を「みえない檻にはいっている」とたとえた外国人生徒もいる。2018

年夜間中学に入学した。まず日本語学級にはいり、ゼロレベルから日本語をまなび、現在は通常学級

にかよう。 

○H.A.F.さん 女性 52 歳  フィリピン人の H.A.F.さんは 2014 年 4 月から夜間中学にかよう。仕

事や結婚のために 2 度にわたって来日、日本でのくらしは 20 年以上になる。日本にうまれそだった

子どもたちは日本語が一番得意だが、H.A.F.さんが自然に口にするのはタガログ語や英語。H.A.F.さ

んは子どもとなかなか会話ができず、子どものために日本語がうまくなりたかった。また、仕事でも

日本語ができないため差別があった。友人から夜間中学のことをきき、入学をきめた。 

 

 この項の 1.3.1.在日韓国・朝鮮、1.3.2.中国帰国者の夜間中学入学理由と 1.1.の義務教育未修了者

の理由はかさなるところがおおい。いずれも戦争・貧困・差別が就学の機会をうしなわせている。ま

た、韓国 K.S.さん、ネパール S.C.さんは、女子に教育は必要ないということで義務教育をうけられ

なかったり、未修了でおわったりしている。日本でも「お前にははたらいてもらわんと生活ができ

ん。女は勉強しなくていい」いわれたひとがいる。そのひとは「『学校にいきたい』といってはいけ

ないとわかった」とのべている。 

 

２．その他 

○山本栄子さん 女性 88 歳  被差別部落にうまれる。国民学校での教科書は有償でもつことが

できず、また、先生やクラスメートからひどい差別をうけ、文字をおぼえられなかった。国民学校を

卒業した 12 歳から工場ではたらき、結婚、出産した。解放運動にであい、解放同盟中央執行委員長

から文字をまなぶ。定年退職をまって、夜間中学に入学する。卒業後、定時制高校に進学する。つづ

いて、69 歳で大学の社会人テストに合格し入学する。現在も解放運動をつづけている（山本 

2012）。 

○粕谷房男さん 男性 82 歳  粕谷さんには障害があり、車椅子で生活している。子どもの時、

当時あった就学免除の制度を適用させられて学校にいけなかった。施設にはいって 36 年間くらし

た。49 歳の時、施設をでて自立をはじめる。夜間中学にかよおうとしたが、車椅子なので自力で 2

階の教室にいけないといわれ、入学をことわられた。自身でビラをつくってまき、教室に一緒にいっ

てくれるヘルパーをみつけ、学校にかよった（夜間中学と教育を語る会 2018・2021)。 
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第二部  

１．ニューカマーの入学増加 

 近年、第一部でのべた外国につながるひと、特にニューカマーの夜間中学入学がふえている。現在、

夜間中学にかよう日本国籍を有しない生徒は全体の 8 割をしめる。なかには、在籍者の 9 割をこす学

校もある（産経新聞大阪本社 2023）。本稿では、ニューカマーの日本語教育について論ずる。生徒の

出身国は中国、ネパール、韓国・朝鮮、フィリピン、ベトナム、タイ、ブラジル、パキスタン、アフガ

ニスタン、ペルー、インド、シリア、その他となっており、多様である。また、年齢は 16-19 歳とわ

かいひとが一番おおい。日本国籍を有しない生徒（＝ニューカマー）の入学理由で、一番おおいのは、

「日本語がはなせるようになるため」である（文部科学省 2019）。在日・韓国のひとは、はなせるの

ははなせるのだが、よみかきに不自由しているので、漢字を勉強したいという理由がおおい。 

しかし、ニューカマーの増加はいちじるしいが、実はやめていく生徒もおおいのである。 

なぜやめていくのか。それは日本語がはなせるようになったからという理由と日本語がなかなかはな

せないからという正反対の理由がかんがえられるのではないだろうか。日本語がはなせるのは夜間中

学にかよっているからというより、学校以外の場所（仕事先）などで日本語になれてきたからではな

かろうか。他方、日本語がなかなかはなせないのは、本人の努力がたりないと断じる前に、夜間中学

の授業にも問題があるのではなかろうかとかんがえる。このことは、筆者は東京都区内、関東地域、

関西地域にある夜間中学の見学の機会にめぐまれて、実際の授業をみて感じたことである。夜間中学

では日本語をはなせるだけでなく、日本語のよむ・かく・きく・はなすの四技能を習得し、教科学習

をふかめていくことが必須であろう。いずれにせよ日本語をどうおしえるかが重要になってくる。筆

者は日本語教師であり、日本語教育の観点から夜間中学のニューカマーに対する日本語の授業につい

て、論じたいとおもう。 

 

２．夜間中学における日本語の授業の実情 

 以下は、筆者が夜間中学の授業見学にいって、観察できたことである。 

(1) 教員 1 人と生徒複数人が対面式に着席している。小中高と日本人のほとんどが経験してきた教室

でのすわり方である。したがって、教員からはおそわるだけとなり、生徒同士がおしえあった

り、知恵をだしあったりという生徒相互のまなびあいがうまれない。教師も全部の生徒を掌握で

きない。 

(2) 1 人または 2 人に教員（＝その時間手すきの教師）がついて、1 対 1 の授業をおこなう。(1)と同

様生徒同士のまなびあいがうまれない。 

(3) ある教室では、教員が日本語能力のたかい生徒とだけ会話していた。日本語能力のたかい生徒に

同国出身の日本語能力がまだ身についていない生徒に通訳させていた。日本語能力がまだ身につ

いていない生徒は教師をみないで、能力のたかい生徒ばかりをみることになる。したがって、授

業で「今」何がおこなわれているか把握できない。 

(4) 母語通訳確保のための予算がある場合、生徒のとなりに母語通訳者がつき、授業中ずっと通訳を

する。 

これも生徒は教師をみないで、通訳者ばかりをみることになる。生徒は授業で「今」何がおこな

われているか把握できない。 
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(5) 漢字の導入がない。漢字指導は漢字のドリルのようなもので漢字をひたすらかいておぼえさせる

やり方である。せっかく日本語の授業時間なのに教師と生徒の日本語のやりとりがない。 

(6) 教案などの授業準備、授業記録のつみあげがあるのか疑問におもえる授業がほとんどであった。 

(7) 教員の発話にやさしい日本語を使用する姿勢があまり感じられなく、既習の語彙・文型だけで指

示や説明をしようとしていなかったようにみうけられた。 

 

３．夜間中学日本語教育担当教員のうれい 

日本語の授業は日本語教育をしらない教師が担当していることがほとんどである。一方、日本語教育

の専門家が担当している場合、その専門家は教諭ではない場合がほとんどである。日本語科目は夜間

中学の教育をになう大事な科目である。日本語教育が専門でかつ教諭であることが必須ではないだろ

うか。 

夜間中学の中には、日本語学級というクラスを設置し、日本語を集中してまなんでいるところもある。

また、授業開始前に、0 時間目をもうけて、外部の日本語教育専門家が教えてくれている学校もある。

その際、夜間中学の教員も授業にはいり、専門家のおしえ方を勉強しているところもある。 

しかし、おおくの学校は日本語教育が専門ではない「教諭」が日本語をおしえている。ある教諭は「体

系だてたおしえ方はできていないと自覚している。正直、何とかしのいでいるという感じである」と

うちあけている（産経新聞大阪本社 2023）。おなじくある教頭も「先生たちは教科指導のプロではあ

るが、日本語指導はいわば素人。それぞれが工夫しながら独自の教材をつくり、手さぐりでおしえて

いるのが実情で、限界がある」といっている（産経新聞大阪本社 2023）。このような先生方のなやみ

にこたえようと、文部科学省は 2018 年、2019 年、夜間中学における日本語指導研修会を開催してい

る（文部科学省 2019b）。 

 

４．それではどうしたらよいのか-徳島県立しらさぎ中学校の例 

 最も適切なのは、小中校で「日本語」科目を専門におしえる教諭をそだてることだとかんがえる。

「日本語」科目で免許をだすようになるには時間がかかるであろう。それまで、何もしないでまって

いることはできない。ひとつの取組として徳島県立しらさぎ中学校の例をあげたい。 

 徳島県立しらさぎ中学校は 2021 年度開校、全国初の県立夜間中学校である。校名を公募したり、校

歌を県出身の音楽家に依頼したりして、地域の人々にひろくしってもらうようなこころみをした。 

(1) 日本語担当には、英語科教諭の O 先生をあてた。 

(2) O 先生は海外の日本人学校でおしえた経験がある。 

(3) 小学 6 年の外国語活動を担当したこともある。 

(4) 2021 年度開校にむけて、2020 年度籍は中学におき、県総合教育センターの長期研究員として調

査研究に従事し、準備をした。 

(5) 徳島大学で週 1 回日本語教育の講義を受講した。 

JTM とくしま日本語ネットワーク（＝日本語教師とそれをめざすひとの市民グループ）の日本語指

導勉強会 

に参加し、初級前半の模擬授業を担当した。初級前半修了後、日本語教師部のブラッシュアップ講座

を受講した。JTM は 2023 年に設立 25 周年をむかえた。これまでにたくさんの日本語教師を育成し、

日本語教室を展開してきたグループである。行政と連携して活動をつづけている。 
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(6) 0 先生は夜間中学開校後も受講を継続し勉強をつづけている。 

 

筆者が注目したいのは、O 先生が初級前半の模擬授業を担当して、勉強したことである。日本語教育

では初級、それも前半をおしえるのが一番困難である。やさしい日本語、つまり生徒がならった語彙

と文型だけで授業を進行させなければならない。教案をつくる、教材・教具の準備をする、教案の検

討をする、実際に授業をおこなう、日本語教育の経験豊富な JTM 会員が模擬授業の学習者役になり授

業をうける、模擬授業の後は学習者役の JTM 会員が教案をみながら授業の講評をおこなう、教案をか

きなおし、よりよい授業をかんがえるという一連の作業を何回もくりかえす。これらの実習をきちん

とおこなうのが一番教師力をやしなうこととなる。夜間中学で日本語をおしえる先生には、ぜひ実習

を経験してもらいたいとおもう。また、日本語担当者だけでなく、教科担当の教員もぜひ日本語の模

擬授業を経験してもらいたい。日本語教育の講義をきくより、効果的である。 

 

５．日本語指導の専門性 

4.の O 先生の日本語指導者としての準備・学習からいえることは、日本語指導者は講師ではなく、教

諭であることがのぞまれる。身分の保障が必要である。どういう教諭がのぞまれるかというと、 

(1) 日本語の授業の実習経験をつみ、日本語教育の専門家として授業を担当する。 

(2) 海外経験がある。 

(3) 英語科担当者がのぞましい。 

(4)県知事のリーダーシップ、教育長の協力、校長の裁量をもって、地域の日本語教育機関と連携し、

日本語指導力をつちかう。かならず教育実習をおこなう。 

 

６．最後に 

 夜間中学の日本語教育を改善するのは喫緊の課題である。それにもまして、国がなすべき重要なこと

は、海外から来日したひとに対して、年齢や背景のちがいにかかわらず、日本語の基礎力を身につけ

る教育機関を設立し、責任をもって教育することではないだろうか。夜間中学に日本語教育をおしつ

けることはできないとおもう。 
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